
野田市告示第９０号 

 

 

 野田市都市公園設置及び管理に関する条例（昭和５１年野田市条例第２３号）

第１６条の３第３項により野田市関宿総合公園の利用料金を定めたので、野田

市都市公園設置及び管理に関する条例第１６条の３第４項により次のとおり告

示する。 

 

  令和８年４月６日 

 

野田市長 鈴 木  有 

 

１ 施設名 野田市関宿総合公園 

 

２ 野田市関宿総合公園施設利用料金 

（令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで） 

 

体育館 

ア 体育館利用料金 

区分 アマチュアの体育、スポーツ及び

レクリエーションに利用の場合 

左欄以外に利用の場合 

１時間につき １時間につき 

市内の者 市外の者 市内の者 市外の者 

メイン

アリー

ナ 

全面 一般及び学生 １，７００円 ２，５５０円 ６，８６０円 １０，２９０円 

中学生以下 ８４０円 １，２６０円 ３，４２０円 ５，１３０円 

１／２面 一般及び学生 ８４０円 １，２６０円 ３，４２０円 ５，１３０円 

中学生以下 ４１０円 ６１５円 １，７００円 ２，５５０円 

１／４面 一般及び学生 ４１０円 ６１５円 １，７００円 ２，５５０円 

中学生以下 １９０円 ２８５円 ８４０円 １，２６０円 

サブア

リーナ 

全面 一般及び学生 ６３０円 ９４５円 ２，５６０円 ３，８４０円 

中学生以下 ３００円 ４５０円 １，２４０円 １，８６０円 

２／３面 一般及び学生 ４１０円 ６１５円 １，７００円 ２，５５０円 

中学生以下 １９０円 ２８５円 ８４０円 １，２６０円 

１／２面 一般及び学生 ３００円 ４５０円 １，２４０円 １，８６０円 

中学生以下 １４０円 ２１０円 ６１０円 ９１５円 

１／３面 一般及び学生 １９０円 ２８５円 ８４０円 １，２６０円 



中学生以下 １００円 １５０円 ４４０円 ６６０円 

会議室 A又はB １９０円 ２８５円 ８４０円 １，２６０円 

控室 ６０円 ９０円 ２８０円 ４２０円 

サブアリーナステージ 市内の者 １時間につき ３４０円 

市外の者 １時間につき ５１０円 

トレーニングルーム 市内の者 月額登録料 １人につき １，４２０円 

市外の者 月額登録料 １人につき ２，１３０円 

ランニングコース 無料 

イ 附属設備利用料金 

照明利用料金 メインアリーナ サブアリーナ 

全面 １／２面 １／４面 全面 ２／３面 １／２面 １／３面 

１時間

につき 

市内の者 １，４２０円 ７１０円 ３４０円 ６３０円 ４１０円 ３００円 １９０円 

市外の者 ２，１３０円 １，０６５円 ５１０円 ９４５円 ６１５円 ４５０円 ２８５円 

 

区分 １時間につき 

冷暖房利用料金（サブ

アリーナ全面） 

市内の者 ２，１４０円 

市外の者 ３，２１０円 

放送設備一式 市内の者 ２８０円 

市外の者 ４２０円 

コインロッカー利用料金 １回につき １００円 

備考 

１ 体育館の利用（コインロッカーの利用を除く。）について、利用者が入場料その他の

料金を徴収する場合で、営利を目的とするときの利用料金の額は、上記の額の１０倍の

額とし、営利を目的としないときの利用料金の額は、上記の額の３倍の額とする。 

２ 市内の者とは、野田市に住所を有する者をいい、市外の者とは、それ以外の者をいう。 

 

 


